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乙羽園指定介護予防短期入所生活介護  重要事項説明書 
 
事業の目的と運営方針 

要支援状態にある利用者に対し、適正な介護予防短期入所生活介護を提供することを目的とし、可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・

排泄・食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能

の維持ならびに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとします。また、関係市町村、

地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 
１．施設経営法人（事業者）  
（１）法人名        社会福祉法人 乙 羽 会 

（２）法人所在地     沖縄県那覇市国場３２６番地 

（３）電話番号       ０９８－８５１－９３０１ 

（４）代表者       理事長 我喜屋 宗重 

（５）設立年月       昭和６２年３月２０日 

 

２．施設（事業所）  
（１）施設の名称       乙羽園 指定介護予防短期入所生活介護 
（２）指定番号        ４７７１４０００１９（平成１８年４月１日指定） 

（３）施設の所在地     沖縄県今帰仁村字天底 ２２２番地 

（４）電話番号          ０９８０－５６－２０８６（介護課） 

（５）施設長（管理者） 我喜屋 愛子 

（６）開設年月          平成１８年４月１日 

（７）利用定員           20 人 

（８）提供できるサービスの地域   今帰仁村・名護市・本部町  （北部地域） 
 
３．施設の概要 

居室・設備の種類 室    数 備            考 
２人部屋 ３室  
４人部屋 １６室  
４人部屋 ５室 短期（ショート）専用 
食堂 １室  

機能訓練室 １室 平行棒、滑車  等 
浴室 ２室 機械浴・特殊浴槽、一般浴 
医務室 １室  
静養室 １室  

                                                                 
４．職員体制 
（１） 管理者     １名 

   施設の従事者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。 

（２） 生活相談員   １名 

   利用者の生活相談、苦情への対応、処遇の企画や実施等を行います。 
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（３） 介護職員    ２４名以上 

   利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行います。 

（４） 看護職員    ３名以上 

   利用者の保健衛生管理及び看護業務を行います。 

（５） 栄養士      1名以上 

   食事の献立作成、栄養計算、利用者に対する栄養指導等を行います。 

（６） 機能訓練員    １名 

   日常生活を営むのに必要な機能を改善、又は減退を防止するための訓練を行います。 

（７） 医師       １名 

   利用者の診療・健康管理及び保健衛生指導を行います。 

（８） 介護支援専門員  １名 

   短期入所生活介護･予防短期入所生活介護サービス計画の作成等を行います。 

 

<主な職種の勤務体制> 
職   種 勤 務 体 制 

医     師 週 1回  

介 護 職 員 

早番   ７：３０～１６：３０ 

日勤   ８：００～１７：００ 

遅番  １０：００～１９：００ 

夜勤  １７：００～０９：００ 

看 護 職 員 

早番   ７：００～１６：００ 

早半   ７：００～１１：００ 

日勤   ８：００～１７：００ 

日勤   １９：００～１８：００ 

遅番  １０：００～１９：００ 

 
５．介護予防短期入所生活介護の概要と利用料（契約書第４条、第５条参照） 
※利用料金は別紙２・３を参照 
 (１)基本サービス 
①介護予防短期入所生活介護計画の立案 

・利用期間が４日間以上の場合、利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、介護予防短期入所生活介護

計画を作成します。その内容を利用者及び代理人に説明し同意を得え、交付します。 

②食事 

・栄養及び利用者の身体状況や嗜好等を考慮して調理します。可能な限り離床して食事を 

行うよう努めます。（朝食 7:30～ 昼食 11:30～ 夕食 17:00～ ） 

③入浴 

・利用者の状態に合わせた入浴方法で入浴を行います。場合により入浴が清拭となることがあります。 

④介護 

・介護予防サービス計画や介護予防短期入所生活介護計画に沿った介護を行います。 

 更衣、排泄、食事、入浴等の介助 

⑤機能訓練 

・機能訓練員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復や維持、

又はその減退を防止するための訓練を実施します。 



 4 

⑥生活相談 

・生活相談員をはじめ従業者が、日常生活に関することなどの相談に応じます。 

⑦健康管理 

・医師又は看護職員は、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとります。 

(２)その他サービス 
①介護保険給付サービス加算  ※別紙１参照 
②食事の提供 
③居室の提供 

④理美容 
・月に１回、理容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。 
⑤その他（レクリエーション、クラブ活動等） 
 
６．利用料金のお支払い方法（契約書第８条参照） 
前記の料金・費用は１か月ごとに計算しご請求しますので、翌月２０日までに以下の指定口座へお支払

いをお願い致します。（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計

算した金額とします。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．協力医療機関 
医療を必要とする場合は、利用者の希望により下記協力医療機関において診療や入院治療を受けること

ができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、

下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。） 
沖縄県立北部病院（総合） 名護市字大中２丁目１２番３号  TEL：0980－52－2719 
北部地区医師会病院 名護市字宇茂佐１７１２番地の３ TEL：0980－54－1111 
今帰仁診療所 今帰仁村字謝名１３９番地    TEL：0980－56－3581 
ひで歯科医院 名護市伊差川５１４番地      TEL：0980－52－1118 
 
８．サービス提供における事業所の義務（契約書第１２条、第１３参照） 
当施設は、サービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 
①利用者に提供したサービスについて記録を整備し、その完結の日から２年間保

管します。  
②利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。  
  ただし、緊急やむを得ない場合には利用者又は身元引受人に説明し同意を得る

とともに、その態様及び時間等を記録します。  
③事業者又は従業者は、業務上知り得た利用者又は身元引受人等に関する事項を

正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務）  

 
下記指定口座への振り込み 

 銀行名 琉球銀行今帰仁支店 普通預金 口座番号 148596 
口座名義 社会福祉法人乙羽会   
特別養護老人ホーム乙羽園 
理事長 我喜屋宗重 
 

 ﾌｸ) ｵﾄﾜｶｲ ﾄｸﾍﾞﾂﾖｳｺﾞ ﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑ ｵﾄﾜｴﾝ 
   ﾘｼﾞﾁｮｳ ｶﾞｷﾔﾑﾈｼｹﾞ 
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 ただし円滑な援助を行ために活用する場合、あらかじめ文書にて情報の利用目

的等を定め、利用者の同意を得ます。  
④非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機

関と連絡を密にし、とるべき措置について予め防災計画を作成し、防災計画に

基づき、年２回以上利用者及び従業者等の訓練を行います。  
⑤利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や協力医

療機関へ連絡等必要な措置を講じます。  
⑥事故が発生した場合には、利用者代理人や家族、市町村および関係諸機関等へ

の連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や処置について記録し、賠償

すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。  
 
９．損害賠償について（契約書第１５条・第１６条参照） 
事業所において、事業所の責任により利用者に生じた損害については、事業所は速やかにその損害を賠

償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 
ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心

身の状況を斟酌
しんしゃく

して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じさせていただきます。 
 
１０．サービス利用に当たっての留意事項 
 ①面会時間は 9：00～20：00 までとなっています。（ただし、インフルエンザ等の恐れがある場合は

面会をご遠慮下さい。） 
 ②利用者の外出は事前に連絡の上、届出書へ必ず行先と帰宅時間を記入し申出て下さい。 
 ③居室・設備器具の使用は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反した使用により破損等が生じ

た場合、賠償していただく場合があります。（契約書第 14条参照） 
 ④喫煙は禁煙スペース以外では出来ません。飲酒については所定の場所及び時間に限り、基本的には

禁酒していただきます。 
 ⑤施設内で入所者や従業者等に対する宗教活動や営利活動等を行うことは出来ません。 
 ⑥施設内へのペット等の動物の持ち込みは出来ません。 
 ⑦高価品等の持ち込みは出来るだけご遠慮下さい。紛失等があった場合に責任をとりかねます。 
 
１１．短期入所生活介護事業におけるリスクについて 
 (1)  介護施設について 
    当施設は介護施設であり、介護サービスを通して日常生活の支援や活動性ある生活をお過ごし

頂くための福祉施設です。 
 (2)  医師・看護師の配置について 
    当施設の嘱託医は週 1 回の往診で健康観察しております。また看護師は 7:00～19:00 間の勤務

となっており、以外の時間帯は不在となりますが、緊急を要する場合は看護職員に電話連絡で

きる体制をとっております。(万が一事故等が発生した場合できる限りの対応を致します) 
 (3)  転倒・転落について 
    ご高齢者は転倒・転落・骨折のリスクが高くなり、認知症状や筋力低下も重なるとその危険性

が増大します。施設では利用者お一人お一人に常時付き添うことは難しく、職員の目が届かな

いタイミングでの転倒・転落やそれに伴う骨折のリスクを無くすことはできない事についてご

了承下さい。 
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 (4)  不慮の骨折について 
    ご高齢者は転倒や転落以外でも、骨粗しょう症等によって日常生活を過ごす中で、起き上がる・

寝返る・座る際にでも骨折してしまう場合があります。 
 (5)  誤嚥・窒息について 
    ご高齢になると多くの方は、嚥下機能(飲みこむ力)の低下に伴い、肺炎を起こすリスクが高くな

ります。また、認知症状がある場合には食べられると思って本人が口にされたもので喉を詰ま

らせてしまうこともあり、ご高齢者は常に誤嚥性肺炎や窒息の危険があります。食事形態の変

更等や口腔ケアを心がけていますが、リスクを無くすことができない事についてご了承下さい。 
 (6)  床ずれ(褥瘡)発生について 
    ご高齢になると急な食欲低下や認知症進行に伴う、食事に対する認識低下により、食事摂取量

の低下や臥床時間増加が見られ、床ずれ(褥瘡)が発生する場合があります。床ずれを防ぐために、

臥床時の体位交換(寝返りの介助)や栄養状態の把握、エアマット等の褥瘡予防用具の活用を致し

ますが、本人の状態が悪化していく時と褥瘡発生を確実に防ぐ事は出来ない場合もあります。 
 (7)  感染症について 

    ノロウイルス・インフルエンザ・疥癬(ダニ)・コロナウィルス等で、利用者が感染する場合が

あります。感染拡大を防ぐために、入浴や居室を移動して頂く場合があります。医師の診断に

基づき対応を実施致しますが、状況や状態によってはご家族の面会をお断りする場合もありま

す。 

 (8)  物品の紛失について 
    金品や貴重品を紛失する場合がありますので、金品はできるだけ持ち込まないようにお願い致

します。 
 (9)  突発的な急変の可能性、病院受診について 
    ご高齢になると様々な機能や回復力低下がみられ、突然の体調悪化がみられることがあります。 
    ご家族への連絡より先に、協力医療機関等への救急搬送を行う場合があります。その際には病

状確認と治療方針の決定が必要となるため、ご家族も病院へ駆けつけて頂く必要があります。

また、乙羽園車輌にて受診することもあります。救急搬送同様、施設職員は医療方針について

は返答致しかねるため、受診付添はご家族様の対応をお願い致します。 
 (10) 救急対応について 
    施設では応急処置対応を行い救急車へ搬送を依頼しますが、病院側の事情等により搬送が遅れ

る場合があります。 
 (11) 提供医療機関について 
    施設と連携している医療機関(病院)側の事情により入院出来ない場合もあります。 
 (12) 入院治療後に医療行為が継続して必要となった場合 
    施設で体調を崩され、入院したのち病院で治療の結果、人工透析・人工呼吸器・持続点滴・ 
    頻回な吸引など、医療行為が常時必要となった場合は、それらの医療行為が乙羽園では行えな

いため、退院後の受入れができない場合があります。その際には、施設職員もサポート致しま

すが医療機関等への転院など、ご家族と入院中の病院と協議して頂く必要があります。 
 
１２．感染症対策の強化 
 当施設は、感染症の発生、またはまん延を防止するために以下の措置を講じます。 

(1) 感染症対策に関する定期的な委員会の開催 
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(2) 感染症対策に関する指針の整備 
(3) 定期的な研修の実施 
 
１３．業務継続に向けた取り組み 
 当施設は、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体 
 制を構築するために以下の措置を講じます。 

(1) 業務継続に向けた計画等の策定 
(2) 定期的な研修及び訓練(シミュレーション)の実施 

 
１４．虐待防止のための取り組み 
 (1)利用者の人権擁護、虐待等防止等のため、担当者を定めて以下の措置を講じます。 

虐待防止担当者 介護支援専門員 三浦美紀 
虐待防止責任者 施設長     我喜屋愛子 

  ➀虐待を防止するための職員に対する定期的な研修の実施 
  ②利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 
  ③虐待防止のための指針の整備 
④ 虐待防止のための対策検討する委員会の設置と職員への周知 

(2)サービス提供中に、当施設職員又は養護者(利用者の家族等、高齢者を現に養護する者)による虐 
待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

 
１５．身体拘束等の適正化のための取り組み 
 利用者に対する身体拘束、その他行動を制限する行為を行いません。ただし、当該利用者又は他利用

者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容・目的・理由・ 
 拘束時間・時間帯・期間等を記載した説明書・経過観察記録・検討記録等、記録の整備や適正な手続

きにより身体等の拘束を行うものとし、以下の措置を講じます。 
(1) 身体拘束等の適正化のための指針を整備し、身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会

を 3ヶ月の 1回以上開催します。 
(2) 介護職員その他の職員に対し、身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施します。 

 
１６．ハラスメント防止のための取り組み 
 当施設は、適切な介護サービス提供を確保する観点から、職場内において職員に対する以下のハラス

メント防止の為に必要な措置を講じます。ここでいうハラスメントとは、行為者を限定せず優越的な

地位または関係を用いたり、拒否・回避困難な状況下で下記の➀～③のいずれかの行為に該当するも

のとします。 
  ➀身体的な力を使って危害を及ぼす行為(回避して危害を免れた場合も含む) 
   (パワーハラスメント、カスタマー・ハラスメント、他) 
  ②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり貶めたりする行為 
   (パワーハラスメント、カスタマー・ハラスメント、他) 
  ③意に沿わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ(セクシャルハラスメント) 
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１７．ＩＣＴ機器等の使用について 
 当施設では、利用者の状態に応じた介護を提供できるように、睡眠状態や心拍・呼吸数を確認でき 
 る見守り機器や状態を映像で確認できる見守りカメラを設置しております。これらの機器を以下の目

的で利用致します。 
(1) 入所者の生活習慣や状態に合わせたケア・見守り 
(2) 入所者に適したケアプランの検討・サービス提供及びその効果の検証 
(3) 入所者の体調変化への気づき 
(4) その他、利用者への介護サービス提供全般 

なお、入所者様への介護サービス提供にあたり、これらの情報をご家族やケアマネージャー、提

供先の医療機関に提供することもあります。 
 
１８．苦情の受付について（契約書第２２条参照） 
(１)当施設における苦情の受付 
当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
 ○苦情受付窓口 生活相談員   岸本 希 
    ○受付時間   毎週月曜日～金曜日（祝祭日除く）８：３０～１７：３０ 
また、苦情受付ボックスを機能訓練室カウンターに設置しています。 
 
(２)行政機関その他苦情受付機関 

今帰仁村役場 
介護保険担当課 
 

所在地    今帰仁村字仲宗根２１９ 
電話番号・０５６－２１０１  ＦＡＸ５６－４２７０ 
受付時間  ８：３０～１７：００ 

国民健康保険団体連合会 所在地    那覇市西３丁目１４番地１８号 
電話番号・８６３－２３２１ ＦＡＸ８７５－６７５８ 
受付時間  ８：３０～１７：００ 

沖縄県社会福祉協議会 
 

所在地    那覇市首里４丁目３７３－１ 
電話番号・８８７－２０００ ＦＡＸ８８７－２０２４ 
受付時間  ８：３０～１７：００ 
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個人情報使用(開示)について 

 
 

Ⅰ使用目的 
 

1. 医療機関、各サービス事業所との連絡・調整において必要な場合。 
2. 介護保険事務(介護保険請求及び支払いに関する提供) 
3. 行政(外部監査機関含む)からの提出書類への対応(報告書含む) 
4. 損害賠償保険等に係る届出等が必要な場合。 
5. 介護の質を目的とした症例研究(スタッフ間の提供) 
6. 介護実習等への提供が必要な場合。 
7. インターネット(ホームページ)上の行事写真等の掲載 

 
 
Ⅱ使用条件 
 
1. 個人情報提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外に漏れることのないよう細心の注意

を払うこと。 
2. 個人情報を使用した場合、相手方、内容等の経過を記録すること。 

 
尚、上記目的以外の使用については両者協議の上、使用すること 

 
 
1.施設内にて掲示させて頂いているもの 
① 誕生日(名前・誕生日・年齢) 
② 行事・レクリェーション等での写真や作品等  
③ 居室前にご利用者様の名前、居室担当の顔写真 
④ 廊下等に掲示している居室名 
⑤ ベッド・床頭台・棚等への名札 

 
2. ご家族へ送付させて頂いているもの 
① 利用料領収書・請求書 
② 行事等参加時の顔写真(随時) 

 
3. インターネット上に掲載させて頂いているもの 
① ホームページ上にて行事写真等 
② SNS 上にて普段の様子や行事等 

 
4. 実習生に開示させて頂いているもの 
① 名前・年齢・生活歴などの情報 
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令 和    年    月    日 

 
 
乙羽園指定介護予防短期入所生活介護サービスの開始に際し、利用者に対して本書面に基づき重要事項

を説明し交付しました。 
 
＜事業所＞ 
 所 在 地   沖縄県今帰仁村字天底２２２番地 
 施 設 名   乙羽園指定介護老人福祉施設 
       （指定番号 4771400019） 

 管理者名   我喜屋 愛子            印           

 

 説 明 者                     印 

 
 
  
私は、本書面により、事業所から介護予防短期入所生活介護サービスについて重要事項説明を受け同意

しました。 
 
＜利用者＞ 

住 所                        
 

氏 名                     印  
 
 
＜身元引受人＞ 

住 所                        
 
  氏 名                     印   続柄（     ） 
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別紙 1 (1割負担時) 

 
＊その他の加算上記表以外の加算については、事業所の体制変更、加算適応時、利用者の 
身体状況の変化等により、加算内容が変更される場合があります。 
＊介護保険負担割合証に基づき 1割負担或は 2割負担・3割負担となります。2割.3割負担の方は、
各加算の 2倍・3倍となります。 

 

以下のいずれかに該当すること。

1.介護福祉士50% 以上

2.常勤職員75%

3.勤続7年以上30% 以上

送迎加算(片道) ご自宅～乙羽園間の送迎を行った場合 184円

医師の指示の基づく療養食を提供した場合

(1食ごとに算定)

Ⅲに加え

・改善後の賃金年額440万円が1人以上

・環境改善の更なる改善、見える化

Ⅳに加え

資格や勤務年数等に応じた昇格の仕組みを整備

・職場環境の改善(職場環境等要件)

・賃金形態等の整備及び研修の実施など

・見守り機器等のテクノロジーを複数導入している

・職員間の適切な役割分担の取組みを行っている

・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入している

1,000円/月生産性向上推進体制加算Ⅰ

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保、職

員の負担軽減に資する方策を検討する委員会開催

や、必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイ

ドラインに基づいた改善活動を継続定期に行う

・1年に1回、業務改善の取組みによる効果を示す

データを提出する

100円/月生産性向上推進体制加算Ⅱ

所定単位

数の14%

介護職員処遇改善加算Ⅳ
所定単位数

の9%

サービス提供体制強化加算Ⅱ
常勤換算で介護福祉士の有資格者を全体の60% 以上

配置している場合
18円

介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護職員処遇改善加算Ⅱ

Ⅱのデータにより業務改善の取組みによる成果が確

認されている。

介護職員処遇改善加算Ⅲ
所定単位数

の11.3%

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6円

所定単位数

の13.6%

機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等1名以

上配置している場合
12円機能訓練体制加算

療養食加算 8円/回

Ⅱに加え、経験技能のある介護職員を事業所内で一

定割合以上配置
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別紙 2 
介護予防短期入所生活介護サービス費(1日あたり) 

 
加算体制(1日あたり) 

 
① 所得合計金額により、負担割合が変更になる場合があります(介護保険負担割合証に記載)  
② 負担限度額認定は、お住いの市町村の認定によります。介護保険の窓口にてお確かめ下さい。 

 
介護保険給付対象とならないサービス 

1⃣食費(食材料費及び調理費) 
2⃣居住費(滞在に要する費用・光熱水費及び室料) 

 
＊食費内訳：朝食 411円・昼食 522円・夕食 512円 
 
 
 
 
 
 
 

要介護度 サービス費総額

要支援1 4510円 451 円 902 円 1,353 円

要支援2 5,610円 561 円 1,122 円 1,683 円

利用者負担額(3割負担)利用者負担額(2割負担)利用者負担額(1割負担)

サービス提供体制強化加算Ⅰ 220円 22 円 44 円 66 円

サービス提供体制強化加算Ⅱ 180円 18 円 36 円 54 円

サービス提供体制強化加算Ⅲ 60円 6 円 12 円 18 円

機能訓練体制加算 120円 12 円 24 円 36 円

生産性向上推進体制加算Ⅰ 1,000円 100 円 200 円 300 円

生産性向上推進体制加算Ⅱ 100円 10 円 20 円 30 円

送迎加算 1,840円 184 円 368 円 552 円

療養食加算 80円 8 円 16 円 24 円

介護職員等特定処遇改善Ⅰ 利用単位数の14%

介護職員等特定処遇改善Ⅱ 利用単位数の13.6%

介護職員等特定処遇改善Ⅲ 利用単位数の11.3%

介護職員等特定処遇改善Ⅳ 利用単位数の9%

左記の1割 左記の2割 左記の3割

左記の1割

左記の1割 左記の2割 左記の3割

左記の2割 左記の3割

左記の1割 左記の2割 左記の3割

所得段階

利用者負担額第1段階 300 円 0 円

利用者負担額第2段階 600 円 430 円

利用者負担額第3段階① 1,000 円 430 円

利用者負担額第3段階② 1,300 円 430 円

利用者負担額第4段階 1,445 円 915 円

食費 居住費



 13 

別紙 3 
段階別料金表(サービス提供加算Ⅲ・処遇改善加算Ⅱの場合) 

 

その他費用 
① 医療用酸素ガス 

500L 1 本 1,170円(税込) 
7000L 1 本 2,926円(税込) 
緊急時～2時間 無料 
2時間以降 1 本分料金 追加 使用本数分 

② 理美容代   理髪サービス：1,200円／回（業者へ）:実費 
③ 病院受診、外出、ご自宅以外への外泊時送迎 北部圏内：500円/片道 
④ レクリェーション、クラブ活動費 ：材料代等実費 
⑤ 日常生活上必要となる諸費用 ：実費利用者の日常生活品等で負担いただくことが適当であるも

の（衣類、メガネ、専用車椅子、予防接種等） 
⑥ 事業者が提供する以外の物品あるいは食品等 ：実費 
 
※おむつ代は介護保険給付対象となっており、洗濯は無料サービスとなっていますので負担の必要は

ありません。 

1段階 利用者負担額

サービス

提供体制

強化加算

Ⅱ

機能訓練

指導員配

置加算

介護職員

処遇改善

加算Ⅱ

居住費 食費
自己負担

合計(1割:1

日)

自己負担

合計(2割:1

日)

要支援1 451 638 833 円 1,133 
円

1,433 円 円

要支援2 561 787 958 円 1,258 
円

1,558 円 円

2段階 利用者負担額

サービス

提供体制

強化加算

Ⅱ

機能訓練

指導員配

置加算

介護職員

処遇改善

加算Ⅱ

居住費 食費
自己負担

合計(1割:1

日)

自己負担

合計(2割:1

日)

要支援1 451 638 1,563 円 2,163 
円

2,763 円 円

要支援2 561 787 1,688 円 2,288 
円

2,888 円 円

3段階① 利用者負担額

サービス

提供体制

強化加算

Ⅱ

機能訓練

指導員配

置加算

介護職員

処遇改善

加算Ⅱ

居住費 食費
自己負担

合計(1割:1

日)

自己負担

合計(2割:1

日)

要支援1 451 638 1,963 円 2,963 
円

3,963 円 円

要支援2 561 787 2,088 円 3,088 
円

4,088 円 円

3段階② 利用者負担額

サービス

提供体制

強化加算

Ⅱ

機能訓練

指導員配

置加算

介護職員

処遇改善

加算Ⅱ

居住費 食費
自己負担

合計(1割:1

日)

自己負担

合計(2割:1

日)

要支援1 451 638 2,263 円 3,563 
円

4,863 
円 円

要支援2 561 787 2,388 円 3,688 
円

4,988 
円 円

4段階 利用者負担額

サービス

提供体制

強化加算

Ⅱ

機能訓練

指導員配

置加算

介護職員

処遇改善

加算Ⅱ

居住費 食費
自己負担

合計(1割:1

日)

自己負担

合計(2割:1

日)

要支援1 451 638 2,893 円 4,338 
円

5,783 円 円

要支援2 561 787 3,018 円 4,463 
円

5,908 円 円

6 430 1300

6 1000430

12

6 915 1,445

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

自己負担合計

(3割:1日)

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

自己負担合計

(3割:1日)

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

自己負担合計

(3割:1日)

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

12

6 0 300

6 430 600

12

12

12

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

自己負担合計

(利用日数×自

己負担合計)

自己負担合計

(3割:1日)

自己負担合計

(3割:1日)


